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三 

 
衆
議
院
議
員
平
田
米
男
君
提
出
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
の
患
者
数
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。 

な
お
、
厚
生
省
の
患
者
調
査
に
よ
れ
ば
、
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
及
び
関
連
病
態
と
し
て
昭
和
六
十
二
年
十
月

の
調
査
日
一
日
に
お
い
て
医
療
機
関
で
受
診
し
た
推
定
患
者
数
は
、
二
万
八
千
五
百
人
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
小
児
医
療
研
究
委
託
費
で
「
小
児
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
の
病
因
機
序
の
解
明
に
関
す
る

研
究
」
（
主
任
研
究
者
飯
倉
洋
治
国
立
小
児
病
院
小
児
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
部
長
）
を
行
い
、
病
態
解
明
、
検

査
法
及
び
治
療
法
の
研
究
を
続
け
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
、
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
の
免

疫
学
的
発
生
機
序
の
新
た
な
解
明
、
診
断
方
法
に
つ
い
て
の
開
発
等
の
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。
今
後
と
も
、
食 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

今
後
と
も
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
の
病
態
解
明
、
検
査
法
、
治
療
法
、
診
断
基
準
等
に
関
す
る
研
究
を
推
進
し

て
ま
い
り
た
い
。 

ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
の
患
者
に
対
す
る
治
療
は
、
現
在
、
軟
こ
う
の
塗
布
等
の
対
症
療
法
を
主
体
と
し
て
行

わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
に
は
食
事
制
限
等
の
生
活
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

習
慣
や
生
活
習
慣
の
変
化
と
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
と
の
関
係
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
、
病
態
解
明
、
一
層
確
実

な
検
査
法
及
び
そ
の
治
療
法
の
開
発
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

ま
た
、
平
成
元
年
度
か
ら
心
身
障
害
研
究
に
お
い
て
も
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
の
診
断
基
準
等
の
検
討
を
開
始

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

四 

 




